
議案第６０号

渋川市交流促進センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

平成３１年２月２７日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市交流促進センター条例の一部を改正する条例

渋川市交流促進センター条例（平成１８年渋川市条例第１９５号）の一部

を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表（第９条関係）

１ 宿泊利用料金（消費税含む。）

利用料金区分
宿泊（１泊２食付） 素泊り

利用者区分 Ａコース Ｂコース Ｃコース

大人（中学生以 ７,７００円 ８,８００円 ９,９００円 ５,５００円

上）

小学校児童 ５,５００円 ６,０５０円 ６,６００円 ４,４００円

幼児（３歳以上 ４,４００円 ４,９５０円 ５,５００円 ３,３００円

）

（備考）

１ ３歳未満の幼児であっても、食事付きの場合は、幼児（３歳以上）の

利用料金とする。

２ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を含む休日の前日の利用は、一律１,１００円を加算する。

３ この表に定める利用料金には、渋川市税条例（平成１８年渋川市条例

第５６号）の規定により課される入湯税は含まない。

４ 日帰り夕食付きは、宿泊利用料金の８０％の額とする。

２ 特別料金（消費税含む。）

区分 年末年始 ゴールデンウィーク及び盆

大人（中学生以上） １３,２００円 １２,１００円



小学校児童 ９,９００円 ８,８００円

幼児（３歳以上） ８,８００円 ７,７００円

（備考）

１ 年末年始とは、１２月２９日から翌年１月３日までの期間をいう。

２ ゴールデンウィークとは、５月３日から５月５日までの期間をいう。

３ 盆とは、８月１３日から８月１５日までの期間をいう。

４ この表に定める利用料金には、渋川市税条例の規定により課される入

湯税は含まない。

３ 休憩料金（消費税含む。）

区分 料金 食事料

大人（中学生以上） ４６０円 実費

小学校児童 ３００円 実費

幼児（３歳以上） 無料 実費

（備考） この表に定める休憩料金には、渋川市税条例の規定により課され

る入湯税は含まない。

４ 研修室利用料金（消費税含む。）

利用の単位 金額

１日 １１,０００円

（備考）

１ 半日利用又は半室利用の場合は、利用料金を２分の１の額とする。

２ 宿泊を伴う利用の場合は、１泊につき宿泊当日又はその翌日のいずれ

か１日分の研修室利用料金は無料とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。

（経過措置）



２ この条例による改正後の渋川市交流促進センター条例第９条の規定は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る利用料

金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前

の例による。

３ 施行日の前日から施行日にかけての宿泊に係る利用料金については、な

お従前の例による。

理 由

消費税法及び地方税法の改正に伴い、所要の改正をしようとするものであ

る。



渋川市交流促進センター条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第９条関係） 別表（第９条関係）

ＳＵＮおのがみ利用料金

１ 宿泊利用料金（消費税含む。） １ 宿泊利用料金（消費税含む。）

利用料金区分 利用料金区分
宿泊 （１泊２食付） 素泊り 宿泊料（１泊２食付） 素泊り

利用者区分 Ａコース Ｂコース Ｃコース 利用者区分 Ａコース Ｂコース Ｃコース

大人（中学生以上 ７，７００ ８，８００ ９，９００ ５，５００ 大人（中学生以上 ７，５６０ ８，６４０ ９，７２０ ５，４００

） 円 円 円 円 ） 円 円 円 円

小学校児童 ５，５００ ６，０５０ ６，６００ ４，４００ 小学校児童 ５，４００ ５，９４０ ６，４８０ ４，３２０

円 円 円 円 円 円 円 円

幼児（３歳以上） ４，４００ ４，９５０ ５，５００ ３，３００ 幼児（３歳以上） ４，３２０ ４，８６０ ５，４００ ３，２４０

円 円 円 円 円 円 円 円

（備考） （備考）

１ ３歳未満の幼児であっても、食事付きの場合は、幼児（３歳以上）の １ ３歳未満の幼児であっても、食事付きの場合は、幼児（３歳以上）の

利用料金とする。 利用料金とする。

２ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休 ２ 祝祭日

日を含む休日の前日の利用は、一律１,１００円を加算する。 を含む休日の前日の利用は、一律１,０８０円を加算する。

３ この表に定める利用料金には、渋川市税条例（平成１８年渋川市条例 ３ この表に定める利用料金には、渋川市税条例（平成１８年渋川市条例

第５６号）の規定により課される入湯税は含まない。 第５６号）の規定により課される入湯税は含まない。

４ 日帰り夕食付きは、宿泊利用料金の８０％の額とする。 ４ 日帰り夕食付きは、宿泊利用料金の８０％ とする。

２ 特別料金（消費税含む。） ２ 特別料金（消費税含む。）

区分 年末年始 ゴールデンウィーク及び盆 区分 年末年始 ゴールデンウィーク及び盆

大人（中学生以上） １３，２００円 １２，１００円 大人（中学生以上） １２，９６０円 １１，８８０円
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小学校児童 ９，９００円 ８，８００円 小学校児童 ９，７２０円 ８，６４０円

幼児（３歳以上） ８，８００円 ７，７００円 幼児（３歳以上） ８，６４０円 ７，５６０円

（備考） （備考）

１ 年末年始とは、１２月２９日から翌年１月３日までの期間をいう。 １ 年末年始とは、１２月２９日から翌年１月３日までの期間をいう。

２ ゴールデンウィークとは、５月３日から５月５日までの期間をいう。 ２ ゴールデンウィークとは、５月３日から５月５日までの期間をいう。

３ 盆とは、８月１３日から８月１５日までの期間をいう。 ３ 盆とは、８月１３日から８月１５日までの期間をいう。

４ この表に定める利用料金には、渋川市税条例の規定により課される入 ４ この表に定める利用料金には、渋川市税条例の規定により課される入

湯税は含まない。 湯税は含まない。

３ 休憩料金（消費税含む。） ３ 休憩料金（消費税含む。）

区分 料金 食事料 区分 料金 食事料

大人（中学生以上） ４６０円 実費 大人（中学生以上） ４６０円 実費

小学校児童 ３００円 実費 小学校児童 ３００円 実費

幼児（３歳以上） 無料 実費 幼児（３歳以上） 無料 実費

（備考） この表に定める休憩料金には、渋川市税条例の規定により課さ （備考） この表に定める休憩料金には、渋川市税条例の規定により課さ

れる入湯税は含まない。 れる入湯税は含まない。

４ 研修室利用料金（消費税含む。） ４ 研修室利用料金（消費税含む。）

利用の単位 金額 利用の単位 金額

１日 １１，０００円 １日 １０，８００円

（備考） （備考）

１ 半日利用又は半室利用の場合は、利用料金を２分の１の額とする。 １ 半日利用又は半室利用の場合は、利用料金を２分の１ とする。

２ 宿泊を伴う利用の場合は、１泊につき宿泊当日又はその翌日のいずれ ２ 宿泊を伴う利用の場合は、１泊につき宿泊当日又はその翌日のいずれ

か１日分の研修室利用料金は無料とする。 か１日分 は無料とする。
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